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総　会　議　事　録 

 

１．開催日時　　令和７年１０月１５日（水）　午前９時３０分 

 

２．開催場所　　瀬戸内市役所　２階　大会議室 

 

３．農業委員　　１１名中９名出席し、その氏名は次のとおり 

太　田　　　修　　　尾　上　昭　則　　　出　射　　　實　　　宮　本　英　美　

由 喜 門　　尊　　　藤　原　由　果　　　石　黒　五　月　　　藤　原　和　正　　　

久　山　英　之 

欠席委員 

　　宇 津 木 康 文　　　大　森　茂　利 

 

 

４．農地利用最適化推進委員 

　　山　本　昌　明　　　服　部　千　敏　　　松　本　英　樹　　　髙　田　和　之　　　　

時　實　乙　伊　　　山　﨑　　　徹　　　大 河 原 律 夫　　　田　中　伸　五　　　　　　

吉　田　　　宏　　　山　内　桂　三　　　大　森　幹　男　　　時　岡　加　卓　　　

大　森　文　生　　　久　米　啓　之 

　　欠席委員 

　　佐　藤　辰　也　　　岡　﨑　　　浩　　　正　富　清　人　　　小　西　健　文　　　

福　池　正　美　　　山　本　祐　章　　　 

 

５．議事に参与した者 

　　事 務 局  青木　潔 

　　事 務 局　藤原　将也 

　　事 務 局　宗平　莉衣 

 

６．議事内容 

第１号議案　 農地法第３条許可申請について 

第２号議案　 農地法第４条許可申請について 

第４号議案　 農地法第５条許可申請について 

第３号議案　 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積等促進 

計画（案）について 

 

 

そ　の　他 
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事 務 局 開会を宣言する（午前９時３０分） 

これより令和７年度瀬戸内市農業委員会、第７回の総会をはじめます。 

議長 (会長)　（あいさつ） 

事  務  局　 ありがとうございました。ただいまの農業委員の出席数は定数１１名の

うち９名ということで、瀬戸内市農業委員会総会議事規則第７条により、

この総会が成立していることをご報告します。なお、農業委員　宇津木 

康文 委員、大森　茂利 委員、推進委員　佐藤　辰也 委員、岡﨑　浩 　　　

委員、正富　清人 委員、小西　健文 委員、福池　正美 委員、山本　祐　

章 委員から欠席届が出ていることを報告します。 

　　それでは、以降の議事の進行につきましては藤原会長、よろしくお願い

します。 

議 長　 それでは、本日の議事録署名委員を指名させていただきます。本日の署 

名委員に太田　修 委員、出射　實 委員よろしくお願いします。 

まず、第１号議案、農地法第３条許可申請について、事務局から説明を

お願いします。 

事　務　局　 それでは、議案資料の１頁目をご覧ください。農地法第３条許可申請に

ついてです。 

【１番案件】 

　　　　　　　 譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「牛窓町牛窓 ■ ■ ■」。登記、現況地目いずれも「畑」。

面積「６０７㎡」。農地までの距離「１，５００ｍ」。耕作面積「０

㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「１名」。取得の理由は「増反」に

よるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権

移転によるもので１０ａあたり■ ■となっています。 

【２番案件】 

　　　　　　　 譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在２筆「牛窓町長浜 ■ ■ ■」。面積「１，０３０㎡」。 

「牛窓町長浜 ■ ■ ■」。面積「１０３㎡」。 

登記、現況地目いずれも「畑」。面積「１，１３３㎡」。農地までの距

離「１０ｍ」。耕作面積「０㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「２

名」。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」

によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■とな

っています。 

【３番案件】 

譲受人「邑久町尾張１４１９－２　株式会社　宇津木ファーム　代表取

締役　宇津木　康文　農業」。 
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譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「邑久町豊安■ ■ ■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「２，９７６㎡」。農地までの距離「２，０００ｍ」。耕作面積

「４２４，１８１㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「６名」。取得の

理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるもので

す。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となっています。 

【４番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「邑久町豊安 ■ ■ ■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「１，０９１㎡」。農地までの距離「１，０００ｍ」。耕作面積

「１７８，３２４㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「１名」。取得の

理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるもので

す。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となっています。 

【５番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在４筆「邑久町宗三 ■ ■ ■」。面積「４４３㎡」。 

「邑久町宗三 ■ ■ ■」。面積「５２４㎡」。 

「邑久町宗三 ■ ■ ■」。面積「１，５０６㎡」。 

「邑久町宗三 ■ ■ ■」。面積「１，１３７㎡」。 

登記、現況地目いずれも地目「田」。面積「３，６１０㎡」。農地まで

の距離「２５０ｍ」。耕作面積「４２９，５１２㎡」。家族数、耕作者

数はいずれも「３名」。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は

「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０

ａあたり■ ■となっています。 

【６番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「邑久町福中 ■ ■ ■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「１，７４８㎡」。農地までの距離「２２０ｍ」。耕作面積 

「１０，４７４㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「５名」。取得の理

由は「贈与」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。

なお、所有権移転によるもので１０ａあた■ ■となっています。 

【７番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 
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農地の所在地「邑久町福中 ■ ■ ■」。登記、現況地目いずれも

「田」。面積「１，４４８㎡」。農地までの距離「３５０ｍ」。耕作面

積 

「１０，４７４㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「５名」。取得の理

由は「贈与」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。

なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となっています。 

【８番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「邑久町豊原■ ■ ■」。登記、現況地目いずれも「畑」。

面積「８８㎡」。農地までの距離「２３０ｍ」。耕作面積「２４９㎡」。

家族数、耕作者数はいずれも「２名」。取得理由は「増反」によるもの。

譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転による

もので１０ａあたり ■ ■ となっております。 

【９番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在３筆「邑久町下山田 ■ ■ ■」。面積「１７１㎡」。 

「邑久町下山田 ■ ■ ■」。面積「２４㎡」。 

「邑久町下山田 ■ ■ ■」。面積「４８３㎡」。 

登記、現況地目いずれも「畑」。面積「６７８㎡」。農地までの距離

「３５０ｍ」。耕作面積「０㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「１

名」。取得理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」に

よるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■とな

っております。 

【１０番案件】 

譲受人「邑久町尾張１４１９－２　株式会社　宇津木ファーム　代表取

締役　宇津木　康文　農業」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「瀬戸内市邑久町本庄 ■ ■ ■」。登記、現況地目いず

れも「田」。面積「２１０㎡」。農地までの距離「１，５００ｍ」。耕

作面積「４２４，１８１㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「６名」。

取得理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるも

のです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となってお

ります。 

【１１番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 
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農地の所在２筆「邑久町上笠加 ■ ■ ■」。面積「１，１３２㎡」。 

「邑久町上笠加 ■ ■ ■」。面積「１，１８１㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「２，３１３㎡」。農地までの距

離「５００ｍ」。耕作面積「１，８９４㎡」。家族数、耕作者数はいず

れも「１名」。取得理由は「贈与」によるもの。譲渡理由は「相手方の

要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ 

■となっております。 

【１２番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「長船町飯井 ■ ■ ■」。登記、現況地目いずれも

「田」。面積「１，３１６㎡」。農地までの距離「２５０ｍ」。耕作面

積「０㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「１名」。取得理由は「贈

与」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、

所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となっております。 

【１３番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「長船町磯上 ■ ■ ■」。登記、現況地目いずれも

「田」。面積「１９７㎡」。農地までの距離「１０ｍ」。耕作面積 

「０㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「２名」。取得理由は「増反」

によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有

権移転によるもので１０ａあたり■ ■となっております。 

【１４番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在３筆「長船町長船 ■ ■ ■」。面積「１４８㎡」。 

「長船町長船 ■ ■ ■」。面積「９７㎡」。 

「長船町長船 ■ ■ ■」。面積「３９８㎡」。 

登記、現況地目はいずれも「田」。面積「６４３㎡」。農地までの距離

「１０ｍ」。耕作面積「０㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「２名」。

取得理由は「贈与」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるも

のです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となってお

ります。 

【１５番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在２筆「長船町服部 ■ ■ ■」。面積「２，０８１㎡」。 
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「長船町服部 ■ ■ ■」。面積「１，０３２㎡」。 

登記、現況地目はいずれも「田」。面積「３，１１３㎡」。農地までの

距離「２５０ｍ」。耕作面積「３，０３９㎡」。家族数、耕作者数はい

ずれも「３名」。取得理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方

の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり 

■ ■となっております。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長　  続きまして、担当委員のご意見を伺います。 

１番案件について、服部委員より説明をお願いします。 

服 部　委 員   一番案件の説明をします。譲受人は、以前より農業に興味があり、農地

を取得したいと考えていたところ、譲渡人より農地管理困難による譲渡

の申し入れがあり、話がまとまったようです。問題はないと思います。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議 長　  続きまして、２番案件ついて、時實委員より説明をお願いします。 

時 實　委 員　  譲渡人は家を相続されて、先に家屋の方を譲受人に買っていただいて、

その後、隣にこの畑がありまして、それも私が作ろうということで、話

がまとまりました。問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

議 長　  続きまして、３番案件、４番案件について、山﨑委員より説明をお願い

します。 

山 崎　委 員   ３番案件、４番案件それぞれの譲渡人とも、譲渡人と耕作の契約をして

おりましたが、今まで耕作していた田んぼを買ってもらえないかという

話があって、話がまとまったそうでございます。別に問題はないと思わ

れます。審議よろしくお願いいたします。以上です。 

議 長　  続きまして、５番案件から７番案件について、佐藤委員ですが、本日欠

席のため事務局より説明をお願いします。 

事　 務 　局　 番号５について事務局の方からご説明申し上げます。元々譲受人がこの

農地を耕作されており、この度譲渡人から売買の話があり、まとまった

ものでございます。譲受人は市の認定農業者でもあり、福田の地域を拠

点に大きく耕作されている方ですので、全く問題ないかと思います。次

に番号６と７、これ合わせてご説明申し上げます。この譲渡人の所有の

農地につきましては、番号６の譲受人の父、番号７の祖父にあたる方が

もともとここを作られていました。三世代で耕作をされており、この度、

譲渡人の方から贈与をしたいという申し出があり、話がまとまったもの

です。所有権移転につきましては、その父の方がもうかなり高齢という

ことで、一筆は娘さん、もう一筆はお孫さん名義で取得するもので、こ

ちらも全く問題ないと考えます。以上です。 

議　　　長 続きまして、８番案件について、田中委員より説明をお願いします。 
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田 中　委 員　 はい、８番案件について説明させていただきます。譲受人は、すぐ隣で

今畑を耕作されています。それで、譲渡人との話がまとまったそうです。

以上です。審議のほどよろしくお願いします。 

議 長   続きまして、９番案件、１０番案件について正富委員が欠席のため事務

局より説明をお願いします。 

事　 務 　局　 ではこちらも事務局の方から説明をさせていただきます。９番案件です

が、譲渡人の宅地を取得されて、現在はこちらに住まわれております。

この度譲渡人の所有されている、今回の３筆の農地もあり、元々譲受人

市民農園で畑を７年間されており、瀬戸内市の方に移住される際にも、

家庭菜園で農業をしたいということで、この農地も取得した暁には引き

続き畑をされるというふうに伺っております。こちらは問題ないと思い

ます。そして１０番案件ですが、こちらの譲受人につきましては、こち

らも市の認定農業者であり、元々この農地も耕作されているところで、

譲渡人から、売買の話がまとまったもので、こちらも問題ないと考えて

おります。以上です。 

議　　　　長   続きまして、１１番案件について吉田委員より説明お願いします。 

吉 田　委 員   １１番案件を説明します。譲受人と譲渡人はご兄弟でありまして、兄の

譲渡人は今市外に出られて、農業はしておりません。その田んぼを弟の

譲受人が管理しておられます。今後の展開のことも考え、ここで所有権

移転をしておきたいということで話がまとまったそうです。問題ないと

思いますので、ご審議をお願いします。 

議 長   続きまして、１２番案件について福池委員が欠席のため事務局より説明

をお願いします。 

事　 務 　局　 こちらも事務局の方で説明いたします。１２番案件ですが、譲渡人はこ

の農地を、先代のお父様が亡くなられた後、相続されましたが、お住ま

いも市外ということで、農業も全くされてないということです。この農

地については、ちょっと管理ができずにいたところ、地域の方がしばら

く管理されており、この度、その管理をしてくださっている譲渡人の方

に、無償で贈与をしたいということで、話がまとまったもので、問題な

いかと考えます。以上です。 

議 長   続きまして、１３番案件について時岡委員より説明をお願いします。 

時 岡　委 員　 １３番案件についてご説明申し上げます。譲受人は、譲渡人の宅地を購

入されました。その時に一括して田畑も買ってくださいよという条件で

なったそうです。今回はその中の田について、３条申請がなされており

ます。特に問題ないと思われますので、ご審議のほどよろしくお願いし

ます。 

議 長   続きまして、１４番案件、１５番案件について久米委員より説明をお願

いします。 
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久 米　委 員　 １４番案件と１５番案件についてご説明いたします。１４番案件の譲渡

人は、高齢のため、土地の維持管理ができないということで、譲受人の

方に贈与という形で、所有権移転が発生しております。特別問題はない

と思います。１５番案件は、譲渡人の方が、譲受人の方に、土地を買っ

てくれないかということでお話があり、譲受人が現在農業と建設業の方

にやられているということで、耕作面積を増やすという形で、取得の方

に動かれたということで、これも問題がないと思います。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。説明が終わりました。それでは、ただいまの

第１号議案　農地法第３条許可申請について、何かご意見、ご質問あり

ましたらお願いします。 

 

（意見なし） 

 

それでは意見なしとして、続いて、採決に入ります。 

　　　　　　　  第１号議案　農地法第３条許可申請の１番案件から１５番案件について、

許可に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

議 長　 全員賛成ということで、承認します。 

続きまして、第２号議案 農地法第４条許可申請について、事務局の説明

をお願いします。 

事　務　局   それでは、議案資料３頁目をご覧ください。第２号議案　農地法第４条

許可申請についてです。 

【１番案件】 

　　　　　　　  申請人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

　　　　　　　　土地の所在「邑久町上山田 ■ ■ ■」。地目「畑」。面積 

「１９９㎡」。転用目的「農家住宅」。施設の概要「２階建　１棟　 

４４．７１㎡」。建ぺい率「２２．４０％」。農地区分１０aあたり収

量「第２種農地　普通畑」。資金■ ■。隣地への被害はありません。

なお、転用申請で農用地区域外です。位置図は資料９頁をご覧ください。

ユキグニファクトリーから南へ６００ｍのところが今回の申請地となっ

ております。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長　  続きまして、担当委員のご意見を伺います。 

１番案件について、正富委員が欠席のため事務局より説明をお願いしま

す。 
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事 　務　 局   では、事務局の方から説明させていただきます。９頁をご覧ください。

現在、申請人はこの度転用しようとされている西側の宅地を借りて夫婦

で住まわれております。上山田の方で営農を始められて、面積も増えて

きて、この近いところで自分たちの家を建てたいということでこちらに

相談がありました。今回、この農地を転用するにあたっては、地域の農

業に支障がないと地元も判断していますし、これからも上山田で面積を

広げて耕作されたい、主に作られているのはブドウ栽培でございます。

問題ないと考えております。事務局からは以上です。 

議 長   それでは、ただいまの第２号議案　農地法第４条許可申請について、何

かご意見、ご質問ありましたらお願いします。 

 

（意見なし） 

 

それでは意見なしとして、続いて、採決に入ります。 

　　　　　　　  第２号議案　農地法第４条許可申請の１番案件について、許可に賛成の

方は挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

議 長　 全員賛成ということで、承認します。 

続きまして、第３号議案 農地法第５条許可申請について、事務局の説明

をお願いします。  

事　務　局   それでは、議案資料４頁目をご覧ください。農地法第５条許可申請につ

いてです。 

【１番案件】 

　　　　　　　  譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

　　　　　　　　譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

　　　　　　　　土地の所在「邑久町福中 ■ ■ ■」。現況地目、登記地目ともに

「畑」。面積「７４㎡」。転用目的「駐車場　一部露天資材置場」。施

設の概要「駐車場・資材置場　７４㎡」。農地区分１０aあたり収量

「第２種農地　普通畑」。資金 ■ ■ 。隣地への被害はありません。

なお、所有権移転設定で、１０aあたり ■ ■ 、農用地区域外農地で

す。位置図は資料１０頁をご覧ください。岡山村田製作所から南西へ１

㎞行ったところが今回の申請地となっております。 

【２番案件】 

　　　　　　　  借人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

　　　　　　　　貸人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

　　　　　　　　土地の所在３筆「長船町福里 ■ ■ ■」。面積「１０３㎡」。 
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「長船町福里 ■ ■ ■」。面積「１７８㎡」。 

「長船町福里 ■ ■ ■」。面積「２０㎡」。 

　　　　　　　　現況地目「田」。登記地目「畑」。面積「３０１㎡」。転用目的「分家

住宅」。施設の概要「平屋建　１棟　９５．６４㎡」。建ぺい率 

「３１．８０％」。農地区分１０aあたり収量「第２種農地　 

米４２０g」。資金■ ■。隣地への被害はありません。なお、使用貸借

権設定で、１０aあたり■ ■、農用地区域外農地です。位置図は資料

１１頁をご覧ください。国府幼稚園から２００ｍのところに今回の申請

地があります。 

【３番案件】 

　　　　　　　  譲受人「長船町土師３３２番地１　医療法人　医療法人社団　理事長　

中村　明彦」。 

　　　　　　　　譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

　　　　　　　　土地の所在３筆「長船町土師 ■ ■ ■」。面積「６１５㎡」。 

「長船町土師 ■ ■ ■」。面積「９７６㎡」。 

「長船町土師 ■ ■ ■」。面積「６１㎡」。 

現況地目、登記地目ともに「田」。面積「１，６５２㎡」。転用目的

「露天駐車場」。施設の概要「露天駐車場　１，６５２㎡」。農地区分

１０aあたり収量「第２種農地　米　４２０㎏」。資金■ ■。隣地への

被害はありません。なお、所有権移転設定で、１０aあたり１５１３万

３千円、農用地区域外農地、開発案件です。位置図は資料１２頁をご覧

ください。ＪＲ長船駅から３００ｍ東へ行ったところが今回の申請地と

なっております。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長    続きまして、担当委員のご意見を伺います。１番案件について、佐藤 

　　　　　　　　委員が欠席のため事務局より説明をお願いします。 

事　 務 　局　  事務局より説明させていただきます。資料１０頁をご覧ください。譲受

人は現在、地図の赤く塗った東側の山林と書かれている区域ですでに

資材置場、建設業をされております。この申請地を資材置場の敷地拡

張ということで取得される経緯になったのですが、ここについては駐

車場として車を２台停める予定で使いたい、空いたスペースについて

は資材を置いていきたいということを聞いております。境界について

はコンクリートブロックを設置して、隣接地の農地に影響がないよう

にするということで、隣接地の承諾、そして地元の同意も得られてい

るということで問題ないと考えております。以上です。 

議 長    続きまして、２番案件について、時岡委員より説明をお願いします。 

時 岡　委 員　  この土地について貸人の土地ですけども、これは三カ月ほど前にお父

さんから譲り受けた土地でございます。そこに今度、娘さん夫婦が帰
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ってきて、貸人がしている農業の手伝いをするということで、ここに

家を建てるということになったようです。隣接との関係で排泄との関

係も、地元の了解が取られたようでございまして、特に問題ないと思

いますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

議 長    続きまして、３番案件について、大森委員より説明をお願いします。 

大 森　委 員　　３番案件についてご説明させていただきます。譲受人が譲渡人からこ

の土地を譲り受けて、露天駐車場を作るという話になっております。

１２頁の地積図の方をご覧いただきまして、今回申請されている左下

に、少しだけ屋根が見える建物があると思うのですが、これが譲渡人

の自宅になりまして、譲渡人の要望として、自宅の正面が駐車場はち

ょっと困る、田んぼを残して欲しいということで、この二筆が田んぼ

として残される運びとなっておりますが、この田んぼに水を引き入れ

ている用水は申請地の上側手に用水が通っておりまして、この三筆を

駐車場にすると用水が引けない状態になりますが、私有地の中を通す

のなら、高低差がなくても用水を、通してもどうにか認められるとい

うことらしく、今回申請地の駐車場側の方の下に暗渠を通すことで、

この田んぼへの給排水が行われる模様です。暗渠には数か所大きめの

マスを設けて、暗渠の掃除等も話ができ、排水的にも問題はないと思

われますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

議 長    それでは、ただいまの第３号議案　農地法第５条許可申請について、何

かご意見、ご質問ありましたらお願いします。 

 

（意見なし） 

 

それでは意見なしとして、続いて、採決に入ります。 

　　　　　　　  第３号議案　農地法第５条許可申請の１番案件から３番案件について、

許可に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

議 長　  全員賛成ということで、承認します。 

続きまして、第４号議案　農業経営基盤強化促進法による農用地利用

集積等促進計画（案）について、事務局の説明をお願いします。 

事　務　局     議案資料、５頁をご覧ください。 

 　　　　　　　  

【第４号議案　農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積等促進計

画（案）議案書をもとに説明】 
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以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長    ただ今の第４号議案につきまして、何かご意見、ご質問がありましたら 

　　　　　　　　お願いします。 

 

（意見なし） 

 

　 ご意見ないようですので、第４号議案につきまして、報告承認とします。 

 

議 長　  賛成多数ということで、承認します。 

続きまして、審議は終了いたしました。その他の項目に入らせていた

だきます。事務局からお願いします。 

事　務　局    今後の総会の予定について、令和７年度１１月の通常総会は、１１月 

１３日木曜日に瀬戸内市役所　２階　大会議室で開催予定です。 

１２月の通常総会は、１２月９日火曜日に瀬戸内市役所　２階　大会議

室で開催予定です。事務局からは以上です。 

議 長    他にご意見、ご質問はありませんか。 

それではご意見もありませんので、これをもちまして、令和７年度１０

月の総会を閉会します。 

ありがとうございました。 

 

（午前１１時００分　閉会） 

 

上記議事録を作成し、その相違ないことを証するためここに署名押印す

る。 

 

 

令和７年１０月１５日 

 

議　　　長　　　藤　原　和　正 

 

署 名 委 員　　　太　田　　　修 

　　　　　　　 

署 名 委 員　　　出　射　　　實 


